
雇用形態 臨時職員

募集職種 心理判定員

発達障害児（者）及び家族に対する相談支援、発達支援を行います。
日常生活全般（家庭、学校、コミュニケーション等）の相談を受け、対
応方法のアドバイスを行います。
心理検査業務はありません。

（変更の範囲）勤務内容の変更なし

募集人員 １名

応募資格
公認心理士、臨床心理士もしくは臨床発達心理士のいずれかの資格
をお持ちの方

時給　1470円

※交通費は、当協議会規定により支給します。

（雇入れ直後）千葉市発達障害者支援センター

　　　　　　　　　千葉市美浜区高浜４－８－３

※令和6年9月下旬から、はまのわ（千葉市美浜区高浜3-3-1）に移転します。

（変更の範囲）勤務先の変更なし

原則、月曜日から金曜日、週５日勤務　※祝日はお休み

８時４５分から１７時３０分（１日　７時間４５分）

9月以降から令和7年３月３１日　　※応相談

契約の更新　有（勤務状況等により、最大　令和８年４月30日まで）

〒２６１－０００３

千葉市美浜区高浜４－８－３

千葉市療育センター　担当：石井

電話　０４３－２７９－１１４１

問い合わせ・書類郵送先

応募方法

職　員　募　集　情　報

履歴書及び資格の写しを郵送して下さい。

給与（時給）

勤務時間

勤務内容

勤務先

雇用期間


